
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

建物を利用するときに、その危険性についての情報を入手することができるように 
重大な消防法令違反がある建物の情報を公表する制度です。 

飲食店、物品販売店舗、旅館、病院、福祉施設などの建物です。 

消防法令により 
 

の設置が必要な建物で、これらの設備が です。 

○山武郡市広域行政組合消防本部のホームページに掲載します。 

○消防本部・消防署で閲覧できます。 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問合せは消防本部予防課まで 

千葉県東金市家徳３８４番地２ 

電 話 ０４７５－５２－８７５４ 

ＦＡＸ ０４７５－５５－０１３１ 

次の内容を公表します。 

○建物の名称 

○建物の所在地 

○違反の内容 

立入検査結果の通知から１４日を経過しても 

なお該当違反が認められる場合に違反を公表します。 

立
入
検
査
の
実
施 

公
表
す
る
旨
を
通
知 

違
反
を
公
表 

公
表
該
当
の 

重
大
な
法
令
違
反 

を
発
見 

立
入
検
査
結
果
の
通
知 

消防法では、建物の用途・構造・規模や、避難又は消火活動に使用できる開口部の状況などにより、

消防用設備等の設置基準が定められています。 

次のような場合には新たに消防用設備等の設置義務が生じ、重大な消防法令違反となる場合がある

ので、事前に消防署まで御相談ください。 

○飲食店、物品販売店舗、旅館、福祉施設などに用途を変更したり、新規に入居する場合 

○増築、改築や隣接する建物と接続する場合 

○窓や扉などの、建物にある開口部を閉鎖したり、変更しようとする場合 

違反が是正されるまでの間は 

消防本部ホームページで公表 

（消防署等での閲覧も可能） 

 

 

 


